
◎特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 
（平成二八年一二月二六日法律第一一五号）（衆）   

一、提案理由（平成二八年一一月三〇日・衆議院内閣委員会） 

○細田（博）議員 ただいま議題となりました特定複合観光施設区域の整備の推進に関

する法律案につきまして、提案者を代表して、提案理由及びその内容の概要を御説明申

し上げます。 

 特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、

財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関す

る基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設

区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要で

あります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 第一に、基本理念として、特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及

び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振

興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理のもとで運営される健全なカジノ施設

の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとすることとしております。 

 第二に、国は、基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を

有することとしております。 

 第三に、政府は本法律案に規定された基本方針等に基づき、特定複合観光施設区域の

整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとしております。この

場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途

として講じなければならないこととしております。 

 第四に、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針として、国際競争力の

高い魅力ある観光地の形成等、観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興、地

方公共団体の構想の尊重、カジノ施設関係者に対する規制及びカジノ施設の設置及び運

営に関する規制に係る事項を定めることとしております。 

 第五に、内閣府に外局として置かれるカジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運

営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行

うものとすることとしております。 

 第六に、国及び地方公共団体は、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴

収することができるものとし、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができる

ものとすることとしております。 

 第七に、特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、

内閣総理大臣を本部長とする特定複合観光施設区域整備推進本部を置くこととし、その

組織及び運営に関し、所要の規定を設けることとしております。 

 第八に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。 



 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成二八年一二月六日） 

○秋元司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案について申し上げます。 

 本案は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与する

とともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の

推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複

合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うも

のであります。 

 本案は、第百八十九回国会に提出され、継続審査に付されていたもので、今国会では、

去る九月二十六日本委員会に付託され、十一月三十日、提出者細田博之君から提案理由

の説明を聴取した後、質疑に入りました。 

 十二月二日、質疑を行い、質疑を終局した後、本案に対し、自由民主党・無所属の会

及び日本維新の会の二会派共同提案により、内閣の重要政策に関する総合調整等に関す

る機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務

省設置法が改正されたことに伴い、必要な技術的修正を加えることを内容とする修正案

が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はい

ずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成二八年一二月二日） 

○ふくだ委員 ただいま議題となりました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する

法律案に対する修正案につきまして、提案者を代表して、その趣旨を御説明申し上げま

す。 

 本案は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組

織法等の一部を改正する法律第六条の規定により総務省設置法が改正されたことに伴い、

必要な技術的修正を加えるものであります。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一二月二日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 



一 特定複合観光施設区域の整備を推進するに当たっては、特に、カジノ施設の設置及 

び運営に伴う有害な影響を排除する観点、我が国の伝統・文化・芸術を活かした日本

らしい国際競争力の高い魅力ある観光資源を整備する観点、並びにそれらを通じた観

光及び地域経済の振興に寄与する観点に特に留意すること。 

二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観 

光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸 

性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、 

副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう 

十分な検討を行うこと。 

三 特定複合観光施設については、国際的・全国的な視点から、真に観光及び地域経済 

の振興の効果を十分に発揮できる規模のものとすること。 

四 特定複合観光施設区域の数については、我が国の特定複合観光施設としての国際的 

競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、 

区域認定数の上限を法定すること。 

五 地方公共団体が特定複合観光施設区域の認定申請を行うに当たっては、公営競技の 

法制に倣い、地方議会の同意を要件とすること。 

六 特定複合観光施設区域の整備が真に観光及び地域経済の振興に寄与するため、また、 

特定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存 

症防止等の観点から問題を生じさせないようにするため、特定複合観光施設区域の整 

備の推進における地方公共団体の役割を明確化するよう検討すること。 

七 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者その他カジノ施設関係者については、 

真に適格な者のみが選定されるよう厳格な要件を設けるとともに、その適合性につい 

て徹底した調査を行うことができるよう法制上の措置を講ずること。また、カジノ施 

設を含む特定複合観光施設全体の健全な運営等を確保するため、事業主体としての一 

体性及び事業活動の廉潔性が確保されるよう、法制上の措置を講ずること。 

八 依存症予防等の観点から、カジノには厳格な入場規制を導入すること。その際、諸 

外国におけるカジノ入場規制の在り方やその実効性等を十分考慮し、我が国にふさわ 

しい、清廉なカジノ運営に資する法制上の措置を講ずること。 

九 入場規制の制度設計に当たっては、個人情報の保護との調整を図りつつ、個人番号 

カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 

二条第七項に定める「個人番号カード」をいう。）の活用を検討すること。 

十 ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化すること。我が国におけるギャン 

ブル等依存症の実態把握のための体制を整備するとともに、ギャンブル等依存症患者 

の相談体制や臨床医療体制を強化すること。加えて、ギャンブル等依存症に関する教 

育上の取組を整備すること。また、カジノにとどまらず、他のギャンブル等に起因す 

る依存症を含め、関係省庁が十分連携して包括的な取組を構築し、強化すること。 



十一 法第九条及び第十条に定める各種規制等の検討に当たっては、諸外国におけるカ 

ジノ規制の現状等を十分踏まえるとともに、犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、 

依存症防止等の観点から問題を生じさせないよう、世界最高水準の厳格なカジノ営業 

規制を構築すること。 

十二 カジノ管理委員会は、独立した強い権限を持ついわゆる三条委員会として設置し、 

カジノ管理委員会がカジノ営業規制等を厳格に執行できる体制の構築が不可欠であり、 

特に、カジノ導入時から厳格な規制を執行できるよう、十分な機構・定員を措置する 

とともに、適切な人材を配置するほか、厳格なカジノ営業規制等や関係事業者に対す 

る行政処分等の監督を有効に執行できる人材育成の在り方も検討すること。また、特 

定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症 

防止等の観点から問題を生じさせないようにするため、都道府県警察その他の関係機 

関の必要な体制を確保するとともに、カジノ管理委員会とこれらの関係機関の連携体 

制を確保すること。 

十三 カジノの運営主体が民間事業者になることに鑑み、カジノ事業者に適用される税 

制・会計規則等につき、諸外国の制度を十分に勘案の上、検討を行うこと。 

十四 法第十二条に定める納付金を徴収することとする場合は、その使途は、法第一条 

に定める特定複合観光施設区域の整備の推進の目的と整合するものとするとともに、 

社会福祉、文化芸術の振興等の公益のためにも充てることを検討すること。また、そ 

の制度設計に当たっては、依存症対策の実施をはじめ法第十条に定める必要な措置の 

実施に十分配慮した検討を行うこと。 

十五 以上を含め、法第五条に定める必要となる法制上の措置の検討に当たっては、十 

分に国民的な議論を尽くすこと。 

三、参議院内閣委員長報告（平成二八年一二月一四日） 

○難波奨二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与

するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整

備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特

定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行

おうとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、我が国にカジノ施設を

設置することの是非、本法によるカジノ規制と違法性の阻却との関係、カジノ施設の設

置による経済効果と社会に対する影響、ギャンブル依存症の予防策及び依存症患者への

対策、カジノ施設の設置者及び運営者を民間事業者に限定した理由、マネーロンダリン

グ対策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了した後、自由民主党を代表して上月理事より、政府がカジノ施設の設置及



び運営に関し講ずべきカジノ施設の入場者が悪影響を受けることを防止するために必要

な措置として、ギャンブル依存症等の防止について明示すること、この法律の規定及び

第五条の規定に基づく措置については、この法律の施行後五年以内を目途として必要な

見直しが行われるべきものとすること等を内容とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会の相原理事より原案及び修正案

に反対、日本共産党の田村委員より原案及び修正案に反対、希望の会（自由・社民）の

山本委員より原案及び修正案に反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可

決され、本法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成二八年一二月一三日） 

○上月良祐君 私は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対し、自由

民主党を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されてお

ります案文のとおりです。 

 これより、その趣旨について御説明いたします。 

 修正の要旨は、政府がカジノ施設の設置及び運営に関し講ずべきカジノ施設の入場者

が悪影響を受けることを防止するために必要な措置として、ギャンブル依存症等の防止

について明示するとともに、この法律の規定及び第五条の規定に基づく措置については、

この法律の施行後五年以内を目途として必要な見直しが行われるべきものとする旨の規

定を置くものであります。 

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成二八年一二月一三日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 特定複合観光施設区域の整備を推進するに当たっては、特に、カジノ施設の設置及 

び運営に伴う有害な影響を排除する観点、我が国の伝統・文化・芸術を活かした日本 

らしい国際競争力の高い魅力ある観光資源を整備する観点、並びにそれらを通じた観 

光及び地域経済の振興に寄与する観点に特に留意すること。 

二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観 

光施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸 

性の程度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、 

副次的弊害の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう 

十分な検討を行うこと。 

三 特定複合観光施設については、国際的・全国的な視点から、真に観光及び地域経済 

の振興の効果を十分に発揮できる規模のものとし、その際、特定複合観光施設全体に 



占めるカジノ施設の規模に上限等を設けるとともに、あくまで一体としての特定複合 

観光施設区域の整備が主眼であることを明確にすること。 

四 特定複合観光施設区域の数については、我が国の特定複合観光施設としての国際的 

競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、 

区域認定数の上限を法定すること。 

五 地方公共団体が特定複合観光施設区域の認定申請を行うに当たっては、公営競技の 

法制に倣い、地方議会の同意を要件とすること。また、地方公共団体による公聴会の 

開催など、地域の合意形成に向けた具体的なアクションや依存症や治安維持などの地 

域対策を、国の認定に当たっては十分に踏まえること。 

六 特定複合観光施設区域の整備が真に観光及び地域経済の振興に寄与するため、また、 

特定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存 

症防止等の観点から問題を生じさせないようにするため、特定複合観光施設区域の整 

備の推進における地方公共団体の役割を明確化するよう検討すること。 

七 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者その他カジノ施設関係者については、 

真に適格な者のみが選定されるよう厳格な要件を設けるとともに、その適合性につい 

て徹底した調査を行うことができるよう法制上の措置を講ずること。また、カジノ施 

設を含む特定複合観光施設全体の健全な運営等を確保するため、事業主体としての一 

体性及び事業活動の廉潔性が確保されるよう、法制上の措置を講ずること。 

八 依存症予防等の観点から、カジノには厳格な入場規制を導入すること。その際、自 

己排除、家族排除プログラムの導入、入場料の徴収等、諸外国におけるカジノ入場規 

制の在り方やその実効性等を十分考慮し、我が国にふさわしい、清廉なカジノ運営に 

資する法制上の措置を講ずること。 

九 入場規制の制度設計に当たっては、個人情報の保護との調整を図りつつ、個人番号 

カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 

二条第七項に定める「個人番号カード」をいう。）の活用を検討すること。 

十 ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化すること。我が国におけるギャン 

ブル等依存症の実態把握のための体制を整備し、その原因を把握・分析するとともに、 

ギャンブル等依存症患者の相談体制や臨床医療体制を強化すること。加えて、ギャン 

ブル等依存症に関する教育上の取組を整備すること。また、カジノにとどまらず、他 

のギャンブル・遊技等に起因する依存症を含め、ギャンブル等依存症対策に関する国 

の取組を抜本的に強化するため、ギャンブル等依存症に総合的に対処するための仕組 

・体制を設けるとともに、関係省庁が十分連携して包括的な取組を構築し、強化する 

こと。また、このために十分な予算を確保すること。 

十一 法第九条及び第十条に定める各種規制等の検討に当たっては、諸外国におけるカ 

ジノ規制の現状等を十分踏まえるとともに、犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、 

依存症防止等の観点から問題を生じさせないよう、世界最高水準の厳格なカジノ営業 



規制を構築すること。なお、諸外国におけるいわゆる「ジャンケット」の取扱につい 

てはきわめて慎重に検討を行うこと。 

十二 カジノにおけるマネー・ローンダリングの防止を徹底する観点から、第七項の事 

業主体の廉潔性を確保するための措置、第八項及び第九項のカジノへの厳格な入場規 

制を導入するための措置、第十一項の世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築す 

るための措置に加え、マネー・ローンダリング対策に関する国際基準であるＦＡＴＦ 

勧告に適切に対応するため、諸外国の規制の現状等を踏まえつつ、カジノの顧客の取 

引時確認、確認記録の作成・保存、疑わしい取引の届出等について、罰則を含む必要 

かつ厳格な措置を講ずること。また、カジノにおけるマネー・ローンダリングの防止 

を徹底する観点から、厳格な税の執行を確保すること。 

十三 カジノ管理委員会は、独立した強い権限を持ついわゆる三条委員会として設置し、 

カジノ管理委員会がカジノ営業規制等を厳格に執行できる体制の構築が不可欠であり、 

特に、カジノ導入時から厳格な規制を執行できるよう、十分な機構・定員を措置する 

とともに、適切な人材を配置するほか、厳格なカジノ営業規制等や関係事業者に対す 

る行政処分等の監督を有効に執行できる人材育成の在り方も検討すること。また、特 

定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症 

防止等の観点から問題を生じさせないようにするため、都道府県警察その他の関係機 

関の必要な体制を確保するとともに、カジノ管理委員会とこれらの関係機関の連携体 

制を確保すること。 

十四 カジノの運営主体が民間事業者になることに鑑み、カジノ事業者に適用される税 

制・会計規則等につき、諸外国の制度を十分に勘案の上、検討を行うこと。 

十五 法第十二条に定める納付金を徴収することとする場合は、その使途は、法第一条 

に定める特定複合観光施設区域の整備の推進の目的と整合するものとするとともに、 

社会福祉、文化芸術の振興等の公益のためにも充てることを検討すること。また、そ 

の制度設計に当たっては、依存症対策の実施をはじめ法第十条に定める必要な措置の 

実施や周辺地方公共団体等に十分配慮した検討を行うこと。 

十六 以上を含め、法第五条に定める必要となる法制上の措置の検討に当たっては、十 

分に国民的な議論を尽くすこと。 

  右決議する。 


